
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
及
び
中
間
貯
蔵
・
環
境
安
全
事

業
株
式
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 
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政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。 

 

一
、
残
留
性
有
機
汚
染
物
質
に
関
す
る
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
条
約
に
お
い
て
求
め
ら
れ
て
い
る
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
（
以
下
Ｐ

Ｃ
Ｂ
と
い
う
。
）
の
令
和
十
年
ま
で
の
適
正
な
管
理
等
を
実
現
す
る
た
め
、
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
及
び
Ｐ
Ｃ
Ｂ
使
用
製
品
の
掘
り

起
こ
し
に
努
め
る
と
と
も
に
、
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
及
び
Ｐ
Ｃ
Ｂ
使
用
製
品
を
保
有
す
る
事
業
者
に
よ
る
速
や
か
な
処
理
及
び
管

理
の
徹
底
を
図
る
こ
と
。 

 

二
、
中
間
貯
蔵
・
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社
が
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
処
理
に
関
し
て
こ
れ
ま
で
蓄
積
し
て
き
た
知
見
を
い
か
し
、
新

た
に
高
濃
度
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
の
処
理
を
担
う
民
間
処
理
事
業
者
へ
必
要
な
技
術
的
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
処
理
施
設
周
辺



環
境
へ
の
安
全
対
策
に
万
全
を
期
す
よ
う
指
導
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
周
辺
住
民
等
へ
の
十
分
な
情
報
の
開

示
と
説
明
を
行
う
こ
と
。 

 

三
、
低
濃
度
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
及
び
低
濃
度
Ｐ
Ｃ
Ｂ
使
用
製
品
の
処
理
及
び
管
理
を
行
う
中
小
企
業
に
対
し
、
技
術
的
及
び
財
政

的
な
支
援
を
行
う
こ
と
。
特
に
、
封
じ
切
り
機
器
の
分
析
に
お
い
て
、
中
小
企
業
に
過
度
な
負
担
が
生
じ
る
こ
と
の
な
い
よ

う
、
調
査
手
順
の
標
準
化
と
情
報
提
供
を
進
め
る
と
と
も
に
、
分
析
及
び
処
理
に
係
る
補
助
制
度
の
充
実
そ
の
他
必
要
な
支

援
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

四
、
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
及
び
Ｐ
Ｃ
Ｂ
使
用
製
品
の
届
出
を
促
進
す
る
た
め
、
届
出
手
続
に
つ
い
て
事
業
者
及
び
地
方
公
共
団
体
の

事
務
負
担
の
軽
減
・
効
率
化
を
図
る
こ
と
。 

 

五
、
廃
屋
の
解
体
等
に
よ
り
発
覚
し
た
処
理
責
任
者
が
不
存
在
で
あ
る
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
の
放
置
事
案
等
に
対
処
す
る
た
め
、
地

方
公
共
団
体
へ
の
技
術
的
及
び
財
政
的
な
支
援
を
行
う
こ
と
。 



 
六
、
中
間
貯
蔵
・
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社
が
特
殊
会
社
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
事
業
内
容
と
組
織
の
在
り
方
に
つ
い
て
厳
正

な
検
討
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
常
勤
役
員
に
つ
い
て
は
、
特
殊
法
人
等
改
革
の
趣
旨
に
則
り
、
内
部
登
用
及
び
民
間
人

の
積
極
的
な
起
用
に
努
め
る
こ
と
。
特
に
、
監
査
役
員
に
つ
い
て
は
、
関
係
省
庁
以
外
の
者
及
び
外
部
の
者
の
登
用
に
努
め

る
こ
と
。 

 

七
、
中
間
貯
蔵
・
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社
が
行
う
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
の
処
理
に
係
る
施
設
の
解
体
及
び
そ
の
解
体
に
よ
り
生
ず

る
廃
棄
物
の
撤
去
に
つ
い
て
は
、
国
の
責
任
の
下
、
適
正
か
つ
安
全
に
処
理
を
行
う
と
と
も
に
、
跡
地
の
原
状
回
復
を
確
実

に
実
施
す
る
こ
と
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
経
緯
を
踏
ま
え
、
事
業
終
了
後
に
お
け
る
Ｐ
Ｃ
Ｂ
処
理
事
業
所
周
辺
地
域
の
雇
用

の
確
保
及
び
地
域
経
済
へ
の
影
響
に
つ
い
て
特
段
の
配
慮
を
行
う
こ
と
。 

 

八
、
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、

そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 



 

右
決
議
す
る
。 


